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工　事　店　名 住　　　　所 電　話　番　号
㈱オスガ設備
㈱上條電設工業下諏訪営業所
㈱親水工業
水道建設㈱下諏訪営業所
杉村設備㈱下諏訪営業所
㈲諏訪建総
㈲諏訪冷熱
スワンシステム㈲
㈱総　建
㈲林組工業所
㈲藤森水道
松澤工業㈱下諏訪営業所
㈱六　協

岡谷市長地権現町1-7-13
下諏訪町社東町5-11
下諏訪町東山田社6837-1
下諏訪町町屋敷2222-11
下諏訪町塚田町3147
下諏訪町大門200
下諏訪町西赤砂4359-11
下諏訪町東弥生町5246
下諏訪町五官6642-1
諏訪市大手2-9-1
岡谷市長地御所2-13-40
下諏訪町曙町5251
下諏訪町広瀬町5259

27-6622
23-5330
27-8399
28-8139
27-0575
27-3249
28-6462
26-8866
28-8295
58-1336
27-7289
28-0919
28-6000

町は、みなさまに安全でおいしい水を提供しています!!町は、みなさまに安全でおいしい水を提供しています!!
　建設水道課では、水道週間に合わせて水道相談と蛇口パッキンの無料配布を行います。ご
利用いただくとともに、是非この機会に「一日も休みなく」作られている水道水や水の大切
さについて考えてみませんか。
　町はこれからも安全でおいしい水をお届けしてまいります。

●水道相談とパッキンの無料配布を行います！
　水道週間期間中、建設水道課窓口において、水道蛇口のパッキンの無料配布をします
のでご利用ください｡　※ 蛇口によっては､合わない場合があります｡
　また、生活の中で水道についてお困りになっていることがありましたら、給水装置工事
指定工事店または建設水道課までお気軽にご相談ください。

●高齢者等へのパッキン無料交換を実施します！
◆申込期間　平成27年６月１日（月）～７日（日）
◆対 象 者　１）75歳以上の方
　　　　　　２）身体障がい者（手帳保持者）で独居
　　　　　　　　世帯の方
◆申込場所　町水道組合の各工事店へお申し込みください。
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口～東俣浄水場を一般公開します！～

○期日　平成27年６月６日（土）　　　　 ○時間　午前10時から正午まで
○場所　東俣浄水場（萩倉1695番地）　　○電話　28－1131

その１）受水槽、高架水槽（貯水槽水道）の適正な管理について
　マンションなどの高い建物では、水道水を貯水槽（受水槽・高架水槽など）に貯めてから給水
しています。貯水槽内の水質や施設の管理は、貯水槽設置者の責任です。管理が不十分だと水道
水が汚染されるおそれがありますので、貯水槽の清掃や貯水槽の定期点検の実施、水質検査の定
期的実施などの、適切な管理をお願いします。
　※ 異常や不安を感じた場合は、水道工事専門業者、諏訪地方事務所へ連絡してください。

その２）宅内の量水器ボックス内は、検針業務等に支障のないようにきれいにし、ボックス周辺には障
害物となるものは置かないようにしてください。

その３）宅内の水道管やトイレなどの修理をする場合は、下記水道組合店へ依頼してください。
　　　町指定工事店以外は、修理を行うことができません。

◆ 町からみなさんにお願いがあります！ ◆

下諏訪町水道組合店（50音順）

■問い合わせ　下諏訪町 建設水道課 水道温泉経理係・上水道管理係　電話27－1111（内線224－229）

マイナちゃんのマイナンバー便り　No.３マイナちゃんのマイナンバー便り　No.３

マイナンバーは自由に使っていいの？個人情報の管理は大丈夫なの？マイナンバーは自由に使っていいの？個人情報の管理は大丈夫なの？

　マイナンバーは、社会保障・税・災害対策の手続のために、国や地方公共団体、勤務先、金融機関、年
金・医療保険者などに提供するものです。こうした法律で定められた目的以外にむやみに他人にマイナン
バーを提供することはできません。
　他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱っている人が、マイナンバーや
個人の秘密が記録された個人情報ファイルを他人に不当に提供したりすると、処罰の対象になります。

個人情報の安心・安全を確保します
　個人情報が外部に漏れるのではないか、他人のマイナンバーでなりすましが起こるのではないか、とい
った懸念の声もあります。そこで、マイナンバーを安心・安全にご利用いただくために、制度面とシステ
ム面の両方から個人情報を保護するための措置を講じています。
　制度面の保護措置としては、法律に規定があるものを除いて、マイナンバーを含む個人情報の収集や保
管を禁止しています。また、特定個人情報保護委員会という第三者機関が、マイナンバーが適切に管理さ
れているか監視・監督を行います。さらに法律に違反した場合の罰則も、従来より重くなっています。
　システム面の保護措置としては、個人情報を一元管理するのではなく、従来通り、年金の情報は年金事
務所、税の情報は税務署といったように分散して管理します。また、行政機関の間で情報のやりとりをす
るときも、マイナンバーを直接使わず、システムにアクセスできる人を制限し、通信する場合は暗号化を
行います。

～先月号から引き続き、マイナンバー制度についてお知らせします～

マイナンバー制度に関するお問い合わせは
全国共通ナビダイヤル（☎0570－20－0178）/外国語（英語）対応（☎0570－20－0291）
※ナビダイヤルは通話料がかかります。
平日9：30～17：30（土日・祝日を除く）　　　　　　　　
『社会保障・税番号制度』ホームページ（http://www.cas.go.jp/jp/ seisaku/bangoseido/） QRコード

番号制度が導入されることで、各行政機関等が保有している個人情報を特定の機関に集約し、その集約した
個人情報を各行政機関が閲覧することができる『一元管理』の方法をとるものではない。
番号制度が導入されても、従来どおり個人情報は各行政機関等が保有し、他の機関の個人情報が必要となっ
た場合には、番号法別表第二で定められるものに限り、情報提供ネットワークシステムを使用して、情報の
照会・提供を行うことができる『分散管理』の方法をとるものである。


